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ふれあいセンター利用申込方法の変更について

皆様におかれましては、日頃から当ふれあいセンターをご利用いただき誠にありがとうございます。

当施設では、５月１日以降ご利用前月８日午前１０時から、公共施設予約サービスシステムによるネット予約(一般

予約）又は、お電話等による受付を実施しておりますが、公共施設予約システムを導入した当初の目的のとおり、

ネット予約の方式を「抽選予約」へ変更することといたします。

７年９月以降のご利用については、事務の効率化やサービスの向上を目途に公共施設予約サービスシステムによ

るネット予約（抽選予約)又はお電話等による受付を実施します。(９月ご利用分は、７年８月１日受付開始）

・ 抽選申込期間 使用する月の前月１日 午前９時から 10日 午後11時59分迄

・ 抽 選 日 使用する月の前月11日 早朝（システムによる自動抽選）

・ 結果 の 送信 使用する前月11日 午前８時（当選者は15日までに予約を確定する）

・ 一 般 予 約 使用する前月の16日 午前10時から、使用日の午後７時までネット又は電話等で予約できます。

※ 抽選申込には、事前の登録が必要になりますので、未登録の方は「利用者登録申請書」の提出をお願いします。

基本的に１箇月に８回予約することが出来ますが、使用日の前日に空きが確認された場合及び午前中の枠に空き

が確認された場合、上記の回数に限らずお電話等で追加予約することが出来ます。

時間帯は、13時.15時.17時.19時からそれぞれ２時間単位を1枠とします。ただし、12時から13時の１時間は１枠の回数に含めず12時から15時を１枠とします。

※ 使用時間は、午前9時から午後9時までですが、午前中はゲートボール、午後からテニスコートとしてご利用いただけます。

午前中のゲートボール中止時は直ちにホームページを更新いたしますので電話等にてお申し込みください。

※ 自己都合による取り消し（キャンセル）の時は、既納の利用料金を還付いたしません。

ご利用の皆様には、ご負担をおかけいたしますが、

ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

抽選申込方法 空き状況



2025/6/12大野施設長メールによる指示
１．「お知らせ2」の前段の文章(黒文字)の最後の部分につきまして、次のようにしてはどうかなと思いましたのでお伝えします。

　原稿【～公共予約システム導入に伴う当初の目的のとおり変更することといたします。】

　大野案【～公共予約システムを導入した当初の目的のとおり、ネット予約の方式を「抽選予約」へ変更することといたします。】

２．また、「お知らせ1」では「抽選申込」と表記されていますが、「お知らせ２」では「抽選予約」と表記されている箇所があることが気になりました。

　私としては、「お知らせ1」の前段の文章の赤文字下線付き「ネットによる抽選申込」との表記を「ネットによる抽選予約」にしてはどうかと思いましたので加えてお伝えいたします。

　　重要な お知らせ

  ふれあいセンター 予約方法の変更について　（８月１日から）　  

＜ネットによる抽選予約イメージ＞

 ①

 ②

 ③

 ※ 詳しくは　新着情報「ふれあいセンター予約状況」をご覧ください。
      お問合せ先　　ふれあいセンター（0123-24-7742）   

　　現在は、（1）ネット予約申込［５月～10月］　（２）集会方式の抽選会［11月から4月］　（３）電話等による一般予約申込を行っていますが、

　システム導入した当初の目的であり、アンケート調査等でもご希望の多かった  ネットによる 抽選予約  に移行いたします。

①抽選申込期間 ： 登録チームが希望時間枠をネットで予約申込み

②抽 選 日 ：HARPシステムにより自動で抽選実施

当選チームへ結果をメール送信

③当選確定期間 ： 当選チームは当選確定処理を行う

申込状況


